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山形県における人口の将来推計 

資料出所：総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25（2013）年3月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1現在 
       人口） 

 

○ 山形県の総人口は、1980年（昭和55年）から2010年（平成22年）の30年間で約10％減少。 
○ 2010年（平成22年）から2040年（平成52年）の30年間で、総人口が約30％減少すると推 
  計されている。 
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山形県における労働力人口の推移 

山形県における労働力人口と労働力率の見通し 

資料出所：2014年実績値は総務省「労働力調査」、2020年及び2030年は（独）労働政策研究・研修機構推計 
※推計は、（独）労働政策研究・研修機構が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡推計」を用いて行ったもの 
※経済成長と労働参加が適切に進むケース：「日本再興戦略」を踏まえた高成長が実現し、かつ労働市場への参加が進むケース 
※経済成長と労働参加が適切に進まないケース：復興需要を見込んで2020年まで一定程度の経済成長率を想定するが、2021年以降は経済成長率はゼロ、かつ労働市場への参加が
進まないケース 
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資料出所：総務省「国勢調査」 
※「労働力率」とは、15歳以上の人口（労働力状態「不詳」を除く）に占める労働力人口の割合をいう。 
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○ 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は、１９９１年（平成３年）には約２割 
   あったが、２００３年（平成１５年）には３割を超え、２０１４年（平成２６年）には、３７．４％となっている。 

雇用形態別雇用者数の推移等（全国） 
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（単位 ： ％）

全労働者 正社員
パートタイ
ム労働者

契約社員
（専門職）

嘱託社員
（再雇用者）

派遣労働者
（受け入れ）

臨時労働者 出向社員 その他

総数 100.0 60.0 40.0 23.2 3.5 2.7 2.6 1.7 1.2 5.2

非正規雇用労働者の割合

正社員以
外の労働
者

資料出所:厚生労働省「平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査」 
（注）1）平成26年度調査は、事業所規模5人以上の民営事業所に加え、官公営の事業所も調査対象としているため、前回平成22年調査 
     結果と本調査結果は接続しない。 
       2）本調査の調査対象事業所は、一般公務部門（日本標準産業分類（平成19年11月改定）において「公務（他に分類されるものを除 
        く）」に該当するもの）は調査対象外となっている、事業所規模5人未満の事業所は調査対象外となっている、「正社員」の定義が 
         異なることなどの理由から、非正規雇用労働者割合として通常用いられている総務省「労働力調査」の結果とは異なることに留意 
          する必要がある。 
       3)正社員：雇用されている労働者で雇用期間の定めの無い者のうち、他企業への出向者などを除いたいわゆる正社員をいう。 
       4)パートタイム労働者：常用労働者のうち、フルタイム正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週間の所定労働日数が少ない者 
                                      をいう。 
       5)契約社員（専門職）：特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者をいう。「特定職種」とは、 
                                      例えば、科学研究者、機械・電気技術者、プログラマー、医師、薬剤師、デザイナーなどの専門職種をいう。 
                                      注1）定年退職者等の再雇用者であっても、上記の定義にあてはまる場合は「契約社員（専門職）」としている。 
                                      注2）「パートタイム労働者」、「臨時労働者」及び「その他」の労働者であっても、上記の定義にあてはまる場合 
                                            は「契約社員（専門職）」としている。 

 

○ 平成26年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」によれば、全労働者に占める、パートタイ 
 ム労働者等正社員以外の割合は4割となっている。 

就業形態の多様化に関する総合実態調査からみる非正規雇用労働者の割合      
 (平成26年・全国） 
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①山形労働局管内の非正規雇用労働者数 

➂山形労働局管内の正社員有効求人倍率 ②山形労働局管内の雇用者に占める非正規の割合 

資料出所:総務省「就業構造基本調査」 

資料出所:総務省「就業構造基本調査」 （正社員求人倍率は原数値、有効求人倍率は季節調整値） 

18.7

26.1

32.0

35.8

24.6

31.9

35.5

38.2

15

20

25

30

35

40

1997年

（平成9年）

2002年

（平成14年）

2007年

（平成19年）

2012年

（平成24年）

山形

全国

(%)

0.24
0.32

0.44
0.52

0.62 0.59 0.60
0.65 0.67 0.70 0.72

0.50

0.64

0.88

0.99

1.20 1.22 1.23 1.21 1.20 1.19 1.20

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

H22 H23 H24 H25 H26 H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9

正社員求人倍数

有効求人倍数

(倍）

年度推移 平成27年度月別推移 

山形県内における非正規雇用の現状 
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「非正規雇用」の現状と課題 

○ 非正規雇用には、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会が乏しい、セーフティ  
 ネットが不十分等の課題がある。 

 

【賃金カーブ（時給ベース）】 

資料出所:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成26年）雇用形態別表：第１表 
（注）１）賃金は、平成26年6月分の所定内給与額 
   ２）一般労働者の平均賃金は、所定内給与額を所定内実労働時間数で除した値 
   ３）一般労働者：常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者 
   ４）短時間労働者：同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が短い又は１日の所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少ない労働者 
   ５）正社員・正職員：事業所で正社員・正職員とする者 
   ６）正社員・正職員以外：事業所で正社員・正職員以外の者 6 
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○ 正社員に教育訓練を実施している事業所は、計
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資料出所:厚生労働省「平成26年度能力開発基本調査」（調査対象年度は平成25年度）事業所調

査 第1表

資料出所:厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」平成26年 個人調査 第14表

（注）1）正社員：常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、パートタイム労働者などを除

いた社員。

2）正社員以外：常用労働者のうち、「嘱託」「契約社員」「パートタイム労働者」又はそれに近い名

称で呼ばれている者など。派遣労働者及び請負労働者は含まない。

3）計画的なOJT:日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをいい、教育訓練に関する計

画書を作成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定め

て、段階的・継続的に教育訓練を実施することをいう。例えば、教育訓練計画に

基づき、ライン長などが教育訓練担当者として作業方法等について部下に指導

することなどが、これに含まれる。

4）OFF-JT:業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）のことをいう。

例えば、社内で実施（労働者を1ヵ所に集合させて実施する集合訓練など）や、社外で

実施（業界団体や民間の教育訓練機関など社外の教育訓練機関が実施する教育訓

練に労働者を派遣することなど）が、これに含まれる。

（注）1）調査回答には制度の「あり」、「なし」、「不詳」の3つがあり、上記割合は「あり」と回答した者の

割合。

2）正社員：雇用されている労働者で雇用期間の定めの無い者のうち、他企業への出向者など

を除いたいわゆる正社員をいう。

3）正社員以外：正社員以外の者で、「契約社員（専門職）」「嘱託社員（再雇用者）」「出向社員」

「派遣労働者」「臨時労働者」「パートタイム労働者」「その他」である者。

「非正規雇用」の現状と課題 
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山形県の働く女性の現状（女性労働者の割合） 

○ 労働力人口の減少する中、女性労働者の割合は増加している。 
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山形県の働く女性の現状（女性の労働力状態） 

○ 女性の１５歳以上人口に占める労働力人口の割合は全国を上回っている。 
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山形県の働く女性の現状（女性の有業率） 

○ 山形の女性有業率は３０歳代でもほぼ８割台と高い水準にある。 
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山形県の働く女性の現状（パート・アルバイトに占める割合） 

○ パート・アルバイトに占める女性の割合は全国よりも高い。 
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山形県の働く女性の現状（役職者の割合） 

○ 役職者に占める女性の割合は全国よりも高い。 

12 

山形県「山形県労働条件実態調査」 ※事業所規模30人以上 厚生労働省「雇用均等基本調査」 

係長担当職 課長担当職 部長担当職 



 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。 
 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における女性の職業生活にお

ける活躍についての推進計画を策定（努力義務）。 

基本方針等の策定 

 国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。 
 

 国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施（労働者が300人以下の民間事業主については努力義務）。 
 
 
 
 
 
 

 国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。 

女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

 国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。 
 

 地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする（任意）。 

 豊かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮さ
れることが一層重要である。そのため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進する。 
 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること 

 

 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能に
すること 
 

 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと 

事業主行動計画の策定等 

 女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析 
  【参考】状況把握する事項： ①女性採用比率  ②勤続年数男女差  
                  ③労働時間の状況 ④女性管理職比率 等 
 上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表等 
 女性の活躍に関する情報の公表（省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表） 

その他 
 原則、公布日施行（事業主行動計画の策定については、平成28年４月１日施行）。 

 

 10年間の時限立法。 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 
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※①～③について大企業(301人以上)：義務／中小企業(300人以下)：努力義務 
 

① 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析 

 

  

 

② 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定･届出･公表 
（指針に即した行動計画を策定・公表（労働者への周知含む）） 

 

 
 

 

③ 女性の活躍に関する情報公表 

 

 

 

④ 認定制度 

  

 

⑤ 履行確保措置 

  厚生労働大臣（都道府県労働局長）による報告徴収・助言指導・勧告 

 

    
 

✎ 状況把握の必須項目（※省令） 

 ①女性採用比率 ②勤続年数男女差 ③労働時間の状況 ④女性管理職比

率  

  

✎ 行動計画の必須記載事項 

 ▶目標（定量的目標）  ▶取組内容 ▶実施時期 ▶計画期間  

✎ 情報公表の項目 （※省令） 
  女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主

が適切と考えるものを公表 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 （民間事業主関係部分） 

 

▶ 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。 

▶ 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定（努力義務）。 

                                     

１ 基本方針等 

２ 事業主行動計画等 
－行動計画策定指針（告示）－ 

▶ 国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。 
 

✎認定基準(※省令) 

▶ 女性の活躍のために解決すべき課題に対応する以下の項目に

関する効果的取組等を規定。 
 
▶ 各企業は、これらを参考に自社の課題解決に必要な取組を選択

し、行動計画を策定。 
 

 ● 女性の積極採用に関する取組 

 ● 配置・育成・教育訓練に関する取組 

 ● 継続就業に関する取組 

 ● 長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組  

 ● 女性の積極登用・評価に関する取組 

 ● 雇用形態や職種の転換に関する取組(パート等から正規雇用

へ、 一般職から総合職へ等) 

 ● 女性の再雇用や中途採用に関する取組 

 ● 性別役割分担意識の見直し等 職場風土改革に関する取組 

▶地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする（任意）。 

▶原則、公布日施行（事業主行動計画の策定については、平成28年４月１日施行）。   ▶10年間の時限立法。 
 
 

                                     

３ その他（施行期日等） 

※ 衆議院による修正により、取組実施・目標達成の努力義務が追加 
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年間総実労働時間の推移（全国） 
○ 就業形態計別の年間総実労働時間は減少傾向で推移しているが、これは、パートタイム労働者比  
  率が高まったこと等がその要因と考えられる。 
○ 一般労働者（パートタイム労働者以外の者）の総実労働時間は、2,000時間を超える水準で推移し 
    ている。 

15 



週労働時間別雇用者数の推移（全国） 

○ 週の労働時間が60時間以上の者の割合は、全体では近年低下傾向で推移し、1割弱と   
   なっているが、30代男性では17.0％と以前より低下したものの高水準で推移している。 
    山形県の週労働時間60時間以上の雇用者の割合は8.3％で、全国平均（8.8％）より若干 
   低い（※厚生労働省「就業構造基本調査」（平成24年））。 
 
 

資料出所：総務省「労働力調査」（平成23年岩手県、宮城県及び福島県を除く） 
※ 上記の表は雇用者についてのもの。ただし、「30代男性で週労働時間60時間以上の者」については、雇用者だけでなく自営業者と家族従業員  
 を含んだ数値により作成。なお、平成25年、26年の括弧内については、雇用者のみの数値により作成。 16 



年次有給休暇の取得率等の推移（全国） 
○ 年次有給休暇の取得率については、依然として５割を下回る水準で推移している。  
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都道府県別の労働時間の現状 

○ 平成26年における山形県の月間総実労働時間は156.4時間であり、全国では2番目に 
 長くなっている。  
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資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査地方調査 平成26年年平均分結果概要」 事業所規模5人以上 
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資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査地方調査 平成26年年平均分結果概要」 事業所規模5人以上 18 



都道府県別の年次有給休暇の取得日数 
○ 中小企業団体中央会の調査結果によれば、山形県における年次有給休暇の平均取得  
 日数は6.67日で、全国平均（7.30日）より短くなっている。 
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資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査地方調査 平成26年年平均分結果概要」事業所規模5人以上 
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資料出所：北海道中小企業団体中央会「平成27年中小企業労働事情実態調査報告」 
※福島県、栃木県、福井県、大分県、高知県、静岡県を除く。 
注）付与日数には繰越日数を含まない。 
注）「就労条件総合調査」について、常用労働者からパートタイム労働者を除いた労働者について調査 

厚生労働省「就労条件総合調査」(平成26年） 

  取得率（％） 平均付与日数 平均取得日数 

全国 47.6 18.4 8.8 
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